
事業所における

マイナンバー事務
目で確認

現物で確認
より安全に より簡単に



平成２７年分 平成２８年分



従業員（提出する本人）が行うこと

原則：従業員（提出する本人）が、

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の次の事項を記載のうえ提出

① 本人の住所又は居所・氏名・生年月日・個人番号

② 控除対象配偶者、控除対象扶養親族（16歳以上）の住所又は居所、

氏名、続柄、生年月日、個人番号

③ 住民税に関する事項で、16歳未満の扶養親族の住所又は居所、氏名、

続柄、生年月日、個人番号

給与等を支払う事業所が行うこと

事業者が記載するのは、給与の支払者の個人（法人）番号のみ

※ 法人の場合は、事前に番号を記載して配布してもよい



従業員本人は、提出する『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に扶養控除対
象配偶者や控除対象扶養親族等の記載があるときは、

通知カードによる番号確認と「知覚」による身元（実在）確認

※ 控除対象配偶者や控除対象扶養親族等の個人番号の確認は従業員が行う

対面確認が原則

事務取扱担当者は,『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出の際、従
業員本人の通知カードによる番号確認と、身元(実在)確認書類による

身元(実在)確認

「知覚」による身元(実在)確認も認められている

※ 事業所は、従業員本人と国民年金第3号被保険者の配偶者の身元 (実在)
確認を行う

従業員（提出する本人）が行うこと

給与等を支払う事業所が行うこと



従業員本人が控除対象配偶者や控除対象扶養親族の身元（実在）確認す
る場合は、「知覚」(見るだけで本人と分かること)により、本人に相違ないこ
とが判断できるため、確認書類は不要

従業員については、入社時に本人(身元)確認をしていることから「知覚」(見るだ
けで本人と分かること)により、本人に相違ないことが判断できるので、身元確認
書類の提示は不要とすることができる

※ 個人番号カードについて写し(コピー)を保管することは義務付けられて いな
い。確認段階で書類は不要となるで本人に返すか、確実に廃棄する。

どうしても保管する場合には、安全管理措置を適切に講じる

「知覚による確認」（従業員側）

「知覚による確認」（事業所側）



平成28年分給与所得者の扶
養控除（異動）申告書

• 確認事績を押印

平成29年分以降は？

• 『給与所得者の扶養控除

(異動)申告書』と照合

による確認作業

• 確認項目に異動があった

場合は異動状況を確認

• 退職者分も法定保存年限
まで確実に保存



• 事業所の個人番号関係事務担
当者は、『平成28年分給与所
得者の扶養控除等(異動)申告
書』だけを基本データとし、閲
覧をしながら必要書類に記載
する

• 個人番号関係事務以外の、そ
の他の目的で、従業員等の特
定個人情報等を書き写しては
ならない

• 管理簿(管理表)は不要
• PCデータ管理する場合、一つ

の場所だけで慎重に管理する

雇用保険・社会保険
関係書類等

転記



• マイナンバーを
記入するのは、
提出書類のみ

• 本人交付用は控
には個人番号を
記載しない

• 扶養控除等の異
動の場合は、マ
イナンバーをマ
スキング



創意工夫を・・

• 各種の書類ごとに、保存期間は異
なる

• 保存年限の違う書類を同じ綴りに
せず、書類の区分ごとに綴じて保
管

• 表紙に廃棄する年月を明記
• 保存期間別に『保存簿書原簿』を

作成し管理

※これだけで、保管確認も廃棄も、
シンプルかつ短時間で、作業が
終わり安心。



事務取扱責任者による現物確認

• 鍵のかかる場所に管理

• 毎年の簿書保管状況確認

• 確認事績をスタンプで明記

※ 監督事績も確認事績
確認したら確認事績を残す



廃棄

事務取扱担当者の交代

• 確実な廃棄処理

• 廃棄事績の管理・保管

• 廃棄実績を明確に

• 必ず現物での引継

• 担当者同士だけの引継禁止

※簿書は、事務取扱監督者に、

確実に引継ぎ、引継事項を

明記しましょう

引継日
年 月 日

引継者氏名 ㊞㊞


